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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の表面にｐ型半導体領域を有する半導体基板と、
前記ｐ型半導体領域の上に位置している、酸化アルミニウムを含んでいるパッシベーショ
ン層と、
該パッシベーション層の上に位置している、アルキル基を有するポリシロキサン層を含ん
でいる保護層と
を備え、
前記ポリシロキサン層はシリカ粒子を有している太陽電池素子。
【請求項２】
　一方の表面にｐ型半導体領域を有する半導体基板と、
前記ｐ型半導体領域の上に位置している、酸化アルミニウムを含んでいるパッシベーショ
ン層と、
該パッシベーション層の上に位置している、アルキル基を有するポリシロキサン層を含ん
でいる保護層と
を備え、
　前記保護層はシリカ層をさらに含んでいる太陽電池素子。
【請求項３】
　前記保護層はシリカ層をさらに含んでいる、請求項１に記載の太陽電池素子。
【請求項４】
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　前記保護層の前記シリカ層は前記パッシベーション層に接している、請求項２または請
求項３に記載の太陽電池素子。
【請求項５】
　前記保護層を覆う金属層をさらに備えており、前記保護層の前記シリカ層は前記金属層
に接している、請求項２から請求項４のいずれか１つの請求項に記載の太陽電池素子。
【請求項６】
　前記シリカ層は、前記パッシベーション層と前記ポリシロキサン層との間に位置してい
る、請求項２から請求項５のいずれか１つの請求項に記載の太陽電池素子。
【請求項７】
　前記シリカ層が前記ポリシロキサン層よりも薄い、請求項２から請求項６のいずれか１
つの請求項に記載の太陽電池素子。
【請求項８】
　前記ポリシロキサン層はカルボキシル基および炭酸基の少なくとも一方を含んでいる、
請求項１から請求項７のいずれか１つの請求項に記載の太陽電池素子。
【請求項９】
　一方の表面にｐ型半導体領域を有する半導体基板と、
前記ｐ型半導体領域の上に位置している、酸化アルミニウムを含んでいるパッシベーショ
ン層と、
該パッシベーション層の上に位置している、アルキル基を有するポリシロキサン層を含ん
でいる保護層と
を備え、
　前記ポリシロキサン層はカルボキシル基および炭酸基の少なくとも一方を含んでいる太
陽電池素子。
【請求項１０】
　一方の表面にｐ型半導体領域を有する半導体基板の前記ｐ型半導体領域の上に、酸化ア
ルミニウムを含むパッシベーション層を形成する工程と、
該パッシベーション層の上に、ポリシロキサンオリゴマーを含む塗布膜を形成する工程と
、
該塗布膜を乾燥させてアルキル基を有するポリシロキサン層を含んでいる保護層を形成す
る工程と
を有し、
　前記パッシベーション層を形成する工程の後で、前記塗布膜を形成する工程の前に、シ
リカ層を前記パッシベーション層の上に形成する工程をさらに有する、太陽電池素子の製
造方法。
【請求項１１】
　前記ポリシロキサン層に含まれるアルキル基の一部を酸化させて、前記ポリシロキサン
層にカルボキシル基および炭酸基の少なくとも一方を含ませる工程をさらに有する、請求
項１０に記載の太陽電池素子の製造方法。
【請求項１２】
　前記ポリシロキサン層はスクリーン印刷法によって形成する、請求項１０または請求項
１１に記載の太陽電池素子の製造方法。
【請求項１３】
　前記パッシベーション層はＡＬＤ法によって形成する、請求項１０から請求項１２のい
ずれか１つの請求項に記載の太陽電池素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本国際出願は、日本国特許出願２０１５－１０７７３６号（２０１５年５月２７日出願
）の優先権を主張するものである。この日本国特許出願の開示内容は本国際出願に取り込
まれる。
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【技術分野】
【０００２】
　本発明は、太陽電池素子（ソーラーセル）およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　一般的な結晶系太陽電池素子は、光電変換材料としてシリコンからなる半導体基板が用
いられている。また、半導体基板の表面にはパッシベーション層が設けられる。このパッ
シベーション層は、例えば酸化アルミニウムで形成されている。　酸化アルミニウムは、
水分が浸透することによって変質しやすい。このため、パッシベーション層の上にＰＥＣ
ＶＤ（Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition）等によって酸化物または窒化物等
の保護層を形成することが行われている（例えば、特開２０１２－２５３３５６号公報お
よび国際公開第２０１１／０３３８２６号を参照）。
【発明の概要】
【０００４】
　太陽電池素子の一態様は、一方の表面にｐ型半導体領域を有する半導体基板と、前記ｐ
型半導体領域の上に位置している、酸化アルミニウムを含んでいるパッシベーション層と
、該パッシベーション層の上に位置している、アルキル基を有するポリシロキサン層を含
んでいる保護層とを備え、前記ポリシロキサン層はシリカ粒子を有している。
　太陽電池素子の一態様は、一方の表面にｐ型半導体領域を有する半導体基板と、前記ｐ
型半導体領域の上に位置している、酸化アルミニウムを含んでいるパッシベーション層と
、該パッシベーション層の上に位置している、アルキル基を有するポリシロキサン層を含
んでいる保護層とを備え、前記保護層はシリカ層をさらに含んでいる。
　太陽電池素子の一態様は、一方の表面にｐ型半導体領域を有する半導体基板と、前記ｐ
型半導体領域の上に位置している、酸化アルミニウムを含んでいるパッシベーション層と
、該パッシベーション層の上に位置している、アルキル基を有するポリシロキサン層を含
んでいる保護層とを備え、前記ポリシロキサン層はカルボキシル基および炭酸基の少なく
とも一方を含んでいる。
【０００５】
　太陽電池素子の製造方法の一態様は、一方の表面にｐ型半導体領域を有する半導体基板
の前記ｐ型半導体領域の上に、酸化アルミニウムを含むパッシベーション層を形成する工
程と、該パッシベーション層の上に、ポリシロキサンオリゴマーを含む塗布膜を形成する
工程と、該塗布膜を乾燥させてアルキル基を有するポリシロキサン層を含んでいる保護層
を形成する工程とを有し、前記パッシベーション層を形成する工程の後で、前記塗布膜を
形成する工程の前に、シリカ層を前記パッシベーション層の上に形成する工程をさらに有
する。

【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、太陽電池素子の第１面側の外観を示す平面図である。
【図２】図２は、太陽電池素子の第２面側の外観を示す平面図である。
【図３】図３は、図１におけるIII－III線断面を示す断面図である。
【図４】図４は、ポリシロキサン層の構造を示す構造図である。
【図５】図５（ａ）～（ｆ）は、それぞれ太陽電池素子の製造方法の工程の一例を示す断
面図である。
【図６】図６（ｇ）～（ｉ）は、それぞれ太陽電池素子の製造方法の工程の一例を示す断
面図である。
【図７】図７（ａ）～（ｃ）は、それぞれ図３のＡ部における例を示す断面図である。
【図８】図８は、図３のＡ部における他の例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
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　太陽電池素子を構成するパッシベーション層上に位置している保護層をＰＥＣＶＤ等に
よって形成する際には、熱およびプラズマの影響によって、パッシベーション層が劣化す
ることがある。この場合には、パッシベーション層の機能が低下し、太陽電池素子の光電
変換効率が低下し得る。このため、光電変換効率を高効率に維持し得る太陽電池素子およ
びその製造方法が求められている。
【０００８】
　以下、太陽電池素子およびその製造方法の実施形態について図面を参照しながら詳細に
説明する。なお、図面は模式的に示したものである。
【０００９】
　＜太陽電池素子＞
　太陽電池素子１０を図１乃至図３に示す。太陽電池素子１０は、図３に示すように、主
に光が入射する受光面である第１面１０ａと、この第１面１０ａの反対側に位置する面（
裏面）である第２面１０ｂと、側面１０ｃとを有する。また、太陽電池素子１０は、半導
体基板としてシリコン基板（以下、基板という）１を備えている。基板１においても第１
面１ａと、この第１面１ａの反対側に位置する第２面１ｂと、側面１ｃとを有する。基板
１は、一導電型（例えばｐ型）半導体領域である第１半導体層２と、第１半導体層２にお
ける第１面１０ａ側に設けられた逆導電型（例えばｎ型）半導体領域である第２半導体層
３とを有する。さらに、太陽電池素子１０は、ＢＳＦ（B ack Surface Field）層４、反
射防止層５、第１電極６、第２電極７、第３電極８、パッシベーション層９および保護層
１１を備えている。
【００１０】
　基板１は、例えば、単結晶または多結晶のシリコン基板であり、第１半導体層２と、該
第１半導体層２の第１面１ａ側に設けられた第２半導体層３とを備えている。なお、基板
１は、第１半導体層２および第２半導体層３を有する半導体基板であればよいので、基板
１は、例えばゲルマニウム、セレン、またはガリウムヒ素などの半導体基板を用いてもよ
い。
【００１１】
　以下、第１半導体層２としてｐ型半導体を用いる例について説明する。第１半導体層２
としてｐ型半導体を用いる場合、基板１は、例えばｐ型シリコン基板を用いる。基板１と
して多結晶または単結晶のシリコン基板を用いる場合には、その厚みは、例えば１００～
２５０μｍ程度である。基板１の形状は、特に限定されないが、平面視で略四角形状であ
れば太陽電池素子１０から太陽電池モジュールを製造する際、素子間の隙間を小さくでき
るのでよい。多結晶の基板１からなる第１半導体層２をｐ型にする場合、ドーパントとし
て、ボロン、ガリウム等の不純物を含有させる。
【００１２】
　第２半導体層３は、第１半導体層２に積層されている。これにより、第２半導体層３は
、第１半導体層２との界面にｐｎ接合部が形成されている。第２半導体層３は、第１半導
体層２に対して逆の導電型（本実施形態ではｎ型）の半導体層であり、第１半導体層２の
第１面１ａ側に設けられている。第１半導体層２がｐ型の導電型の基板１では、例えば、
第２半導体層３は第１面１ａ側にドーパントとしてリン等の不純物を拡散させることによ
って形成できる。
【００１３】
　図３に示すように、基板１の第１面１ａ側には、照射された光の反射率を低減するため
の微細な凹凸構造（テクスチャ）が設けられていてもよい。テクスチャの凸部の高さは０
．１～１０μｍ程度であり、隣接する凸部同士の間隔は０．１～２０μｍ程度である。テ
クスチャは、例えば、凹部が略球面状であってもよいし、凸部がピラミッド形状であって
もよい。なお、上述した「凸部の高さ」とは、例えば図３において、凹部の底面を通る直
線を基準線とし、該基準線に垂直な方向において、該基準線から凸部の頂面までの距離の
ことである。また、「凸部同士の間隔」とは、前記基準線に平行な方向における、隣接す
る凸部の頂面の中心同士の間の距離のことである。
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【００１４】
　反射防止層５は、太陽電池素子１０の第１面１０ａに照射された光の反射率を低減する
機能を有する。反射防止層５は、例えば、酸化シリコン、酸化アルミニウムまたは窒化シ
リコン層等からなる。反射防止層５の屈折率および厚みは、太陽光のうち、基板１に吸収
されて発電に寄与し得る波長範囲の光に対して、低反射条件を実現できる屈折率および厚
みを適宜採用すればよい。例えば、反射防止層５の屈折率は１．８～２．５程度とし、厚
みは２０～１２０ｎｍ程度にすることができる。
【００１５】
　ＢＳＦ層４は、基板１の第２面１ｂ側に位置しており、第１半導体層２と同一の導電型
（本実施形態ではｐ型）であればよい。そして、ＢＳＦ層４が含有するドーパントの濃度
は、第１半導体層２が含有するドーパントの濃度よりも高い。ＢＳＦ層４中には、第１半
導体層２を一導電型にするためにドープされるドーパントの濃度よりも高い濃度でドーパ
ントが存在する。ＢＳＦ層４は、基板１の第２面１ｂ側において内部電界を形成する。こ
れにより、基板１における第２面１ｂの表面近傍で少数キャリアの再結合を生じにくくし
て、光電変換効率が低下しないようにさせることができる。ＢＳＦ層４は、例えば、基板
１の第２面１ｂ側に、ボロンまたはアルミニウムなどのドーパントを拡散させることによ
って形成できる。第１半導体層２およびＢＳＦ層４が含有するドーパントの濃度は、それ
ぞれ５×１０１５～１×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３、１×１０１８～５×１０２１ａｔ
ｏｍｓ／ｃｍ３程度とすることができる。ＢＳＦ層４は、後述する第３電極８と基板１と
の接触部分に存在させるとよい。
【００１６】
　第１電極６は、基板１の第１面１ａ側に設けられた電極である。また、第１電極６は、
図１に示すように、第１出力取出電極６ａと、複数の線状の第１集電電極６ｂとを有する
。第１出力取出電極６ａは、発電によって得られた電気を外部に取り出すための電極であ
り、例えば、短手方向の長さ（以下、幅という）が０．５～２．５ｍｍ程度である。第１
出力取出電極６ａの少なくとも一部は、第１集電電極６ｂと交差して電気的に接続されて
いる。第１集電電極６ｂは、基板１から発電された電気を集めるための電極である。また
、第１集電電極６ｂは複数の線状であって、これらの幅は、例えば５０～２００μｍ程度
である。このように、第１集電電極６ｂの幅は、第１出力取出電極６ａの幅よりも小さい
。また、第１集電電極６ｂは、互いに１～３ｍｍ程度の間隔を空けて複数設けられている
。第１電極６の厚みは、１０～４０μｍ程度である。このような第１電極６は、例えば、
銀を主成分とする第１金属ペーストをスクリーン印刷等によって所望の形状に塗布した後
、焼成することによって形成することができる。なお、本実施形態において、主成分とは
、全体の成分に対する含有質量が５０質量％以上であることを示す。
【００１７】
　第２電極７および第３電極８は、図２および図３に示すように、基板１の第２面１ｂ側
に設けられた電極である。第２電極７は、太陽電池素子１０による発電によって得られた
電気を外部に取り出すための電極である。第２電極７は、パッシベーション層９または保
護層１１の上、またはパッシベーション層９および保護層１１を貫通して基板１上に形成
される。第２電極７の形状は、図２に示すように、ドット状（または島状）に直線状に配
置されていてもよいし、帯状（または線状）であってもよい。第２電極７の厚みは１０～
３０μｍ程度であり、その幅は１．３～７ｍｍ程度である。また、第２電極７は主成分と
して銀を含んでいる。このような第２電極７は、例えば、銀を主成分とする金属ペースト
をスクリーン印刷等によって所望の形状に塗布した後、焼成することによって形成できる
。
【００１８】
　第３電極８は、図２および図３に示すように、基板１の第２面１ｂにおいて、基板１か
ら発電された電気を集めるための電極であり、第２電極７に電気的に接続するように設け
られている。このとき、第２電極７の少なくとも一部が、第３電極８に接続していればよ
い。また、第３電極８の一部は、パッシベーション層９および保護層１１を貫通する多数
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の孔部２２内を充填することによって、基板１の第１半導体層２に接続されている。第３
電極８は、基板１の端部から０．３～２ｍｍ程度の外周部を除いて、保護層１１の略全面
を覆うように形成されている。また、第３電極８は主成分としてアルミニウムを含んでい
る。第３電極８の厚みは１５～５０μｍ程度であり、例えば、アルミニウムを主成分とす
る金属ペーストを所望の形状に塗布した後、焼成することによって形成できる。
【００１９】
　パッシベーション層９は、基板１のｐ型半導体領域である少なくとも第１半導体層２上
に形成され、少数キャリアの再結合を低減する機能を有する。パッシベーション層９とし
て、例えばＡＬＤ（Atomic Layer Deposition）法などで形成した酸化アルミニウムを含
む膜が好適に用いられる。パッシベーション層９の厚みは、１０～２００ｎｍ程度である
。パッシベーション層９として、酸化アルミニウムのように強い負の固定電荷を有する膜
を用いることで、電界効果によって少数キャリア（この場合は電子）が基板１とパッシベ
ーション層９との界面から遠ざけられる。これにより、少数キャリアの再結合がさらに低
減できる。
【００２０】
　保護層１１は酸化アルミニウムを含むパッシベーション層９上に位置している。これに
より、耐湿性などの信頼性に優れた太陽電池素子１にできる。さらに、保護層１１は、例
えば分子量が５～１０×１０５程度の、アルキル基を有するポリシロキサン層を含む。ア
ルキル基を有するポリシロキサン層は、Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉのシロキサン結合を多数有する構
造に、メチル基（ＣＨ３）またはエチル基（Ｃ２Ｈ５）などのアルキル基が結合している
。アルキル基を有するポリシロキサン層を含む保護層１１は、ポリシロキサンオリゴマー
をパッシベーション層９上に塗布した後、乾燥させ、硬化させることで形成できる。
【００２１】
　ポリシロキサン層がアルキル基を含有することによって、ポリシロキサン層の表面に分
極電荷が少ない構造となる。これにより、保護層１１が撥水性を有することになるので、
水分子が保護層１１を通りにくくなる。保護層１１の厚みは０．１～１０μｍ（または１
～５μｍ）程度であれば、耐湿性などの信頼性に優れた太陽電池素子１０を得ることがで
きる。なお、保護層１１が、アルキル基を有するポリシロキサン層を含むことは、例えば
飛行時間型二次イオン質量分析（ＴＯＦ－ＳＩＭＳ；Time of Flight Secondary Ion Mas
s Spectrometry）またはフーリエ変換赤外分光（ＦＴ－ＩＲ；Fourier Transform Infrar
ed Spectroscopy）などで決定できる。
【００２２】
　また、保護層１１は、アルキル基を有するポリシロキサンの層（以下、単にポリシロキ
サン層という）中に、複数のシリコン原子を有するシリカ粒子１６が分散しているとよい
。ポリシロキサン層は、図４に示すように、シリコン原子１３と酸素原子１４とアルキル
基１５とによって構成された立体構造を有する。そして、これらの原子およびアルキル基
に囲まれた領域に、例えば、コロイダルシリカのような複数のシリコン原子を有するシリ
カ粒子１６が存在している。ここで、シリカ粒子１６の平均粒径は２０～２００ｎｍ程度
でよい。ポリシロキサン層は、複数のシリコン原子を有するシリカ粒子１６を有している
ので、保護層１１の透湿性をさらに低下させることができ、太陽電池素子１０の信頼性を
より向上させ得る。また、ポリシロキサン層中に複数のシリコン原子を有するシリカ粒子
１６が分散していることは、例えばＴＯＦ－ＳＩＭＳで決定できる。
【００２３】
　また保護層１１は、ポリシロキサン層中に、カルボキシル基（ＣＯＯＨ）および炭酸基
（ＣＯ３）の少なくとも一方を含んでいてもよい。ポリシロキサン層中のアルキル基の一
部が酸化することによって、カルボキシル基および炭酸基の少なくとも一方が生成される
。本実施形態では、ポリシロキサン層はπ電子共有結合を形成するため、酸化アルミニウ
ムを含むパッシベーション層９と同様に負の固定電荷を示す。これにより、パッシベーシ
ョン層９のパッシベーション効果をより向上させることができ、太陽電池素子１０の光電
変換効率のさらなる向上を図ることができる。
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【００２４】
　カルボキシル基および炭酸基の少なくとも一方を含んでいるポリシロキサン層は、次の
ように形成できる。アルキル基を有するポリシロキサンオリゴマー溶液を基板１に対して
塗布する。その後、塗布した基板１を１００～３００℃程度、時間３０秒～２０分程度で
乾燥し、硬化させる。その後、７００～９００℃程度の温度で０．１～数十秒程度加熱さ
せることによって、膜中のアルキル基の一部を酸化させる。以上により、基板１の上にポ
リシロキサン層を形成できる。なお、ポリシロキサン層がカルボキシル基または炭酸基を
含んでいることは、ＸＰＳ（X-ray Photoelectron Spectroscopy）などで決定できる。
【００２５】
　＜太陽電池素子の製造方法＞
　次に、太陽電池素子１０の製造方法の各工程について説明する。
【００２６】
　まず、図５（ａ）に示すように基板１を用意する。基板１は、単結晶シリコンまたは多
結晶シリコンでよい。基板１は、例えば、既存のＣＺ（チョクラルスキー）法または鋳造
法などによって形成される。以下では、基板１として、ｐ型の多結晶シリコン基板を用い
た例について説明する。例えば、鋳造法によって多結晶シリコンのインゴットを作製する
。ドーパントとしては、例えば、ボロンを添加することで、インゴットの比抵抗を１～５
Ω・ｃｍ程度とすればよい。次いで、そのインゴットを例えば１辺約１５０～１６０ｍｍ
角の正方形状で、厚さ１００～２００μｍ程度の厚みにスライスして基板１を作製する。
その後、基板１の切断面の機械的ダメージ層および汚染層を清浄にするために、基板１の
表面をＮａＯＨ、ＫＯＨ、フッ酸またはフッ硝酸などの水溶液でごく微量エッチングして
もよい。
【００２７】
　また、図５（ｂ）に示すように、基板１の第１面１ａに、表面の光の反射を低減するた
めにテクスチャを形成してもよい。テクスチャの形成方法としては、ＮａＯＨ等のアルカ
リ溶液もしくはフッ硝酸等の酸溶液を使用したウエットエッチング方法、またはＲＩＥ（
Reactive Ion Etching）等を使用したドライエッチング方法を用いることができる。
【００２８】
　次に、図５（ｃ）に示すように、テクスチャを有する基板１の第１面１ａに、ｎ型の第
２半導体層３を形成する。第２半導体層３は、ペースト状にした５酸化２リン（Ｐ２Ｏ５

）を基板１の表面に塗布して熱拡散させる塗布熱拡散法、ガス状にしたオキシ塩化リン（
ＰＯＣｌ３）を拡散源とした気相熱拡散法などによって形成される。この第２半導体層３
は０．１～２μｍ程度の厚み、４０～２００Ω／□程度のシート抵抗値を有するように形
成される。例えば、気相熱拡散法では、ＰＯＣｌ３等から成る拡散ガスを有する雰囲気中
で６００～８００℃程度の温度において、基板１を５～３０分程度熱処理して、リン珪酸
ガラス（ＰＳＧ）を基板１の表面に形成する。その後、アルゴンまたは窒素等の不活性ガ
ス雰囲気中で８００～９００℃程度の高い温度において、基板１を１０～４０分間程度熱
処理する。これにより、ＰＳＧから基板１にリンが拡散して、基板１の第１面１ａ側に第
２半導体層３が形成される。
【００２９】
　上記の第２半導体層３の形成工程において、第２面１ｂ側にも第２半導体層３が形成さ
れた場合には、第２面１ｂ側に形成された第２半導体層３のみをエッチング除去する。こ
れにより、第２面１ｂ側にｐ型の第１半導体層２を露出させる。例えば、フッ酸硝酸混合
溶液に基板１における第２面１ｂ側のみを浸して、第２面１ｂ側に形成された第２半導体
層３を除去する。その後、第２半導体層３を形成する際に基板１の第１面１ａ側に付着し
たＰＳＧをフッ酸にてエッチングして除去する。このとき、基板１の側面１ｃに形成され
た第２半導体層３も併せて除去してもよい。
【００３０】
　以上により、第１面１ａ側にｎ型半導体層である第２半導体層３が位置して、表面にテ
クスチャが形成された多結晶の基板１を準備できる。
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【００３１】
　次に、パッシベーション層９の形成を行う。図５（ｄ）に示すように、第１半導体層２
の第２面１ｂ上に、酸化アルミニウムから成るパッシベーション層９を形成する。パッシ
ベーション層９の形成方法としては、例えば、ＡＬＤ法、ＰＥＣＶＤ法などを用いること
ができる。特に、ＡＬＤ法は基板１の表面のカバーレッジに優れているのでよい。このた
め、ＡＬＤ法で作製したパッシベーション層９はパッシベーション効果をより大きくする
ことができる。
【００３２】
　ＡＬＤ法によるパッシベーション層９の形成では、まず、成膜装置のチャンバー内に上
記第２半導体層３が形成された基板１を載置する。そして、基板１を１００℃～２５０℃
の温度域で加熱した状態で、以下に示す工程Ａ～Ｄを複数回繰り返す。これにより、基板
１の上に酸化アルミニウムからなる、所望の厚さのパッシベーション層９を形成する。工
程Ａ～Ｄの内容は次の通りである。
【００３３】
　［工程Ａ］酸化アルミニウムを形成するためのトリメチルアルミニウム（ＴＭＡ）等の
アルミニウム原料が、アルゴン（Ａｒ）ガスまたは窒素ガス等のキャリアガスとともに、
基板１上に供給される。これにより、基板１の全周囲にアルミニウム原料が吸着される。
ＴＭＡが供給される時間は、例えば１５～３０００ｍ秒程度であればよい。
【００３４】
　なお、工程Ａの開始時には、基板１の表面はＯＨ基で終端されているとよい。基板１の
表面をＳｉ－Ｏ－Ｈの構造にすることによって、基板１の表面と、形成された酸化アルミ
ニウム膜との界面に共有結合が形成されやすくなる。これにより、基板１の表面と、酸化
アルミニウム膜との接合強度を向上させることができ、太陽電池素子１０の信頼性をより
向上させることができる。このＳｉ－Ｏ－Ｈの構造は、例えば、基板１を希フッ酸で処理
した後に純水で洗浄することによって形成することができる。
【００３５】
　［工程Ｂ］窒素ガスによって成膜装置のチャンバー内の浄化が行われ、チャンバー内の
アルミニウム原料が除去される。さらに、基板１に物理吸着および化学吸着したアルミニ
ウム原料のうち、原子層レベルで化学吸着した成分以外のアルミニウム原料が除去される
。窒素ガスによってチャンバー内が浄化される時間は、例えば１～数十秒程度であればよ
い。
【００３６】
　［工程Ｃ］水またはオゾンガス等の酸化剤が、成膜装置のチャンバー内に供給されるこ
とで、ＴＭＡに含まれるアルキル基が除去されてＯＨ基で置換される。これにより、基板
１の上に酸化アルミニウムの原子層が形成される。なお、酸化剤がチャンバー内に供給さ
れる時間は、好適には５００～１５００ｍ秒程度であればよい。また、チャンバー内に酸
化剤ととともにＨが供給されることで、形成された酸化アルミニウム膜中に水素原子がよ
り含有され易くなる。
【００３７】
　［工程Ｄ］窒素ガスによって成膜装置のチャンバー内の浄化が行われ、チャンバー内の
酸化剤が除去される。このとき、例えば、基板１上における原子層レベルの酸化アルミニ
ウムの形成時において反応に寄与しなかった酸化剤等が除去される。なお、窒素ガスによ
ってチャンバー内が浄化される時間は、例えば１～数十秒程度であればよい。
【００３８】
　以後、工程Ａ～Ｄの一連の工程を複数回繰り返すことで、所望の膜厚（例えば１０～２
００ｎｍ程度）の酸化アルミニウム膜が形成される。
【００３９】
　ここでは、アルミニウム原料としてＴＭＡを用いて酸化アルミニウムを形成する場合を
示したが、アルミニウム原料として他の原料を用いても構わないことはいうまでもない。
例えば、原料供給温度（－２０～１２０℃の範囲内が好適例である）において、ガス供給
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源として適当な蒸気圧（例えば１００Ｐａ以上）を有し、チャンバー内に気体状態で供給
できる材料であればよい。アルミニウム原料としては、例えばトリエチルアルミニウム（
ＴＥＡ）等を用いることができる。また、気体状態で供給できる材料は、窒素ガス、炭酸
ガス等をキャリアガスとして希釈して供給してもよい。原料ガスおよびキャリアガスのガ
ス種並びにそれらの混合比を調整することによって、形成される膜中の構成元素の含有量
を最適に調整することもできる。また、ＡＬＤ法を用いることによって、基板１の側面１
ｃを含む基板１の全周囲にもパッシベーション層９を容易に形成できる。この場合には、
基板１の第１面１ａおよび側面１ｃのみをフッ酸などに浸漬する。または、第２面１ｂ上
のパッシベーション層９に耐酸レジストを塗布した後、フッ酸などでエッチング等を行う
。このようにして、不要なパッシベーション層９を除去してもよい。
【００４０】
　次に、図５（ｅ）に示すように、基板１の第１面１ａ側に窒化シリコン膜から成る反射
防止層５を形成する。反射防止層５は、例えばＰＥＣＶＤ法またはスパッタリング法を用
いて形成される。ＰＥＣＶＤ法を用いる場合であれば、事前に基板１を成膜中の温度より
も高い温度で加熱しておく。その後、シラン（ＳｉＨ４）とアンモニア（ＮＨ３）との混
合ガスを窒素（Ｎ２）で希釈し、反応圧力を５０～２００Ｐａ程度にして、グロー放電分
解でプラズマ化させて、加熱した基板１に窒化シリコン膜を堆積させる。これにより、基
板１の上に反射防止層５が形成される。このときの成膜温度は、３５０～６５０℃程度と
する。また、グロー放電に必要な高周波電源の周波数としては１０～５００ｋＨｚの周波
数を使用する。また、ガス流量は反応室の大きさ等によって適宜決定される。例えば、ガ
スの流量としては、１５０～６０００ｍｌ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）の範囲とするとよく、シ
ランの流量Ａとアンモニアの流量Ｂとの流量比Ｂ／Ａは０．５～１５であればよい。
【００４１】
　次に、保護層１１の形成を行う。図５（ｆ）に示すように、保護層１１はパッシベーシ
ョン層９上に形成される。保護層１１は次のようにして形成する。まず、一般式ＲｎＳｉ
Ｘ（４－ｎ）（Ｒはアルキル基、Ｘはアルコキシ基、ｎは０～３までの整数）で示される
珪素化合物を材料とする。ここで、アルキル基Ｒの炭素数は１～２０程度でよい。アルコ
キシ基Ｘは、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基などである。このような珪
素化合物は、例えばメチルトリブロムシラン、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエ
トキシシラン、メチルトリイソプロポキシシラン、エチルトリブロムシラン、エチルトリ
メトキシシラン、エチルトリエトキシシランまたはエチルトリイソポロプロポキシシラン
などでよい。次に、この珪素化合物材料を加水分解の後、縮重合させることによって、分
子量２０００～６０００程度のポリシロキサンオリゴマーを生成させる。
【００４２】
　このポリシロキサンオリゴマー溶液をスプレー、ローラー、ダイコーター、ロールコ―
ターまたはスピンコーター、スクリーンプリンターなどを用いることによって、パッシベ
ーション層９上の略全面に塗布する。その後、塗布した基板１を温度１００～３００℃程
度、時間３０秒～２０分程度で乾燥、硬化させる。これらによって、ポリシロキサン層を
含む保護層１１が形成できる。
【００４３】
　このように、保護層１１形成時にパッシベーション層９が、プラズマダメージ（プラズ
マによって発生した電子の衝突による酸化アルミニウム膜のエッチングダメージおよび欠
陥生成、並びに酸化アルミニウム膜中への不純物混入）を受けることが無い。さらに、熱
の影響によるパッシベーション層９の劣化がなく、基板１との密着強度の低下が起こりに
くい。
【００４４】
　また、ポリシロキサン層中に、複数のシリコン原子を有するシリカ粒子１６が分散して
いる保護層１１を形成する場合には次のようにする。まず、水または水とアルコールとの
混合液中に、アモルファスシリカを５～３０質量％程度分散させたシリカ分散液を作製す
る。そして、このシリカ分散液に上述の珪素化合物材料の７０～５００質量％程度添加さ
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せることによって、形成可能である。
【００４５】
　次に図６（ｇ）に示すように、パッシベーション層９および保護層１１の双方を貫通し
て第１半導体層２に達する孔部２２を形成する。孔部２２は、例えば、レーザービーム照
射で形成してもよく、パターン化されたエッチングマスクを形成した後のエッチング等で
形成してもよい。レーザービーム照射で形成する場合には、Ｑスイッチ付きＮｄ：ＹＡＧ
（ネオジムドープイットリウム・アルミニウム・ガーネット）レーザー（波長１０６４ｎ
ｍ）、またはＮｄ：ＹＡＧレーザーの第２高調波（ＳＨＧ、波長５３２ｎｍ）を用いるこ
とができる。孔部２２は、平面視して円状または線状に設けられる。接続導体部１２を円
状にする場合には、その直径が約３０～１５０μｍ程度であり、１ｃｍ２当たり１００～
５００個程度、ほぼ均一に分布するように形成する。
【００４６】
　次に、図６（ｈ），（ｉ）に示すように、電極形成工程を行う。第１電極６（第１出力
取出電極６ａ、第１集電電極６ｂ）と、第２電極７および第３電極８とを以下のようにし
て形成する。
【００４７】
　まず図６（ｈ）に示すように、第１電極６は第１ペースト１７を用いて形成する。第１
ペースト１７は、導電性成分の主成分に例えば、銀および銅の少なくとも一方を含むもの
とする。この場合には、導電性ペースト中に銀などの金属粉末（例えば、粒径０．０５～
２０μｍ程度、または０．１～５μｍ程度）を導電性ペースト総質量の７０～８５質量％
程度含有させる。また、導電性ペーストは、ガラスフリットおよび有機ビヒクルを混練し
たものを用いる。有機ビヒクルは、例えば、バインダーとして使用される樹脂成分を有機
溶媒に添加して得られる。バインダーとしては、エチルセルロース等のセルロース系樹脂
のほか、アクリル樹脂またはアルキッド樹脂等が使用できる。有機溶媒としては、例えば
、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、ターピネオールまたはジエチレ
ングリコールモノブチルエーテル等が使用できる。有機ビヒクルの含有質量は、導電性ペ
ースト総質量の５～２０質量％程度含有していればよい。また、ガラスフリットの成分は
、ガラス材料として例えばＳｉＯ２－Ｂｉ２Ｏ３－ＰｂＯ系、Ａｌ２Ｏ３－ＳｉＯ２－Ｐ
ｂＯ系などの鉛系ガラスを用いることができる。また、他のガラス材料としては、Ｂ２Ｏ

３－ＳｉＯ２－Ｂｉ２Ｏ３系またはＢ２Ｏ３－ＳｉＯ２－ＺｎＯ系などの非鉛系ガラスも
用いることができる。ガラスフリットは、導電性ペースト総質量の２～１５質量％程度含
有させればよい。まず、この第１ペースト１７を、スクリーン印刷を用いて、基板１の第
１面１ａに塗布する。この塗布後、所定の温度で溶剤を蒸散させて乾燥させる。
【００４８】
　また、第２面１０ｂ側電極である第２電極７は、主成分として銀のみから成る金属粉末
、有機ビヒクルおよびガラスフリット等を含有する導電性ペースト（第２ペースト１８）
を用いて作製される。第２ペースト１８の成分は、第１ペースト１７と同様でもよい。第
２ペースト１８の塗布法としては、例えば、スクリーン印刷法などを用いることができる
。この塗布後、所定の温度で溶剤を蒸散させて乾燥させる。
【００４９】
　さらに、図６（ｉ）のように、第３電極８は第３ペースト１９を用いて形成する。第３
ペースト１９は、主成分としてアルミニウムを含むものを用いる。この場合、導電性ペー
スト中にアルミニウム粉末（例えば、粒径０．０５～２０μｍ程度、または０．１～５μ
ｍ程度）を導電性ペースト総質量の６５～８０質量％程度含有させるとともに、ガラスフ
リットおよび有機ビヒクルを混練したものを用いる。有機ビヒクルは、例えばバインダー
として使用される樹脂成分を有機溶媒に添加して得られる。バインダーとしては、エチル
セルロース等のセルロース系樹脂のほか、アクリル樹脂またはアルキッド樹脂等が使用さ
れる。有機溶媒としては、例えば、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート
、ターピネオールまたはジエチレングリコールモノブチルエーテル等が使用される。有機
ビヒクルは、導電性ペースト総質量の５～３０質量％程度含有していればよい。また、ガ
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ラスフリットは、例えばＳｉＯ２－Ｂｉ２Ｏ３－ＰｂＯ系、Ａｌ２Ｏ３－ＳｉＯ２－Ｐｂ
Ｏ系などの鉛系ガラスを用いることができる。また、ガラスフリットは、Ｂ２Ｏ３－Ｓｉ
Ｏ２－Ｂｉ２Ｏ３系またはＢ２Ｏ３－ＳｉＯ２－ＺｎＯ系などの非鉛系ガラスも用いるこ
とができる。ガラスフリットは、導電性ペースト中に２～１５質量％程度含有させればよ
い。この第３ペースト１９は、すでに塗布された第２ペースト１８の外周部に重畳すると
共に、基板１の端部から０．３～２ｍｍ程度の外周部を除いて、保護層１１の略全面を覆
うように塗布する。塗布法としては、スクリーン印刷法などを用いることができる。この
第３ペースト１９の塗布によって、接続導体部１２の内部にも第３ペースト１９が充填さ
れる。この塗布後、所定の温度で溶剤を蒸散させて乾燥させてもよい。
【００５０】
　その後、第１ペースト１７、第２ペースト１８および第３ペースト１９が塗布された基
板１を、焼成炉内にて最高温度が約７００～９００℃、最高温度で０．１秒～数十秒間程
度維持して焼成を行う。これにより、各導電性ペーストが焼結して、図３に示すように、
第１電極６と第２電極７、第３電極８とが形成される。この焼成によって、第１ペースト
１７は反射防止層５をファイアースルーして基板１の第１面１ａのｎ型の第２半導体層３
と接続され、第１電極６が形成される。また、第３ペースト１９も接続導体部１２の端部
において第２面１ｂのｐ型の第１半導体層２と接続され、第３電極８が形成される。また
、第３電極８の形成に伴い、ＢＳＦ層４も形成される。さらに、第２ペースト１８も焼成
され、第２電極７が形成される。ただし、保護層１１上にある第２ペースト１８および第
３ペースト１９は、保護層１１によってブロックされるので、パッシベーション層９にほ
とんど影響が無い。また、アルキル基を有するポリシロキサンを含む保護層１１を用いる
ことによって、例えば、保護層１１の厚みが０．１～５μｍと薄い場合においても、導電
性ペーストの焼成によるパッシベーション層９へのダメージを低減できる。また、導電性
ペーストの焼成によって、上述したようにポリシロキサン層がカルボキシル基および炭酸
基の少なくとも一方を含むようになる。これにより、耐候性に優れ高効率の太陽電池素子
１０にできる。
【００５１】
　なお、本実施形態は上述した内容に限定されない。例えば、パッシベーション層９の形
成は、反射防止層５の形成の前に行ってもよく、また反射防止層５の上または下にパッシ
ベーション層９が有ってもよい。また、電極形成工程の焼成は、成分が類似した第１電極
６と第２電極７との形成のための第１ペースト、第２ペーストの焼成を行った後、第３電
極８形成のための第３ペーストの焼成を別途行ってもよい。
【００５２】
　＜他の実施形態＞
　次に、他の実施形態について説明する。上述の実施形態と共通する部分については説明
を省略する。
【００５３】
　本実施形態において、保護層１１はシリカ（ＳｉＯ２）層をさらに含んでいてもよい。
例えば、保護層１１は、ポリシロキサン層とシリカ層などから成る。保護層１１はポリシ
ロキサン層の第１の面および第２の面（第１の面の反対側の面）の少なくとも一方の面に
、シリカ層を有する積層構造を有している。この場合には、ポリシロキサン層に、ピンホ
ールまたは薄い部分ができた場合でも、シリカ層がこの部位を補うことができる。これに
より、太陽電池素子１０の信頼性を向上させることができる。また、ポリシロキサン層と
シリカ層とは互いに並んで位置してもよい。
【００５４】
　また、保護層１１のシリカ層２０は、パッシベーション層９に接していてもよい。例え
ば、保護層１１は、図７（ａ）に示すように、パッシベーション層９の上に位置している
シリカ層２０と、シリカ層２０の上に位置しているポリシロキサン層２１とを含んでいて
もよい。パッシベーション層９に、直接、ポリシロキサン層２１が接しないように、シリ
カ層２０が第１の面でパッシベーション層９と接しており、第２の面でポリシロキサン層
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２１と接してもよい。そして、ポリシロキサン層２１の形成時に、ポリシロキサンオリゴ
マーに含まれる水分の影響によって、パッシベーション層９の変質（酸化アルミニウムか
ら例えば水酸化アルミニウムなどへの変質）を低減することができる。このため、太陽電
池素子１０の光電変換効率を向上させることができる。
【００５５】
　シリカ層２０は、例えば、カバーレッジに優れたＡＬＤ法を用いて形成する。ＡＬＤ法
による原料ガスとしては、例えば、ビスジエチルアミノシラン（ＢＤＥＡＳ）またはＮ，
Ｎ，Ｎ’，Ｎ’，テトラエチルシランジアミンガス等のシリコン原料と、オゾン（Ｏ３）
または水蒸気などとを用いて成膜できる。
【００５６】
　ここで、シリカ層２０の膜厚を、パッシベーション層９よりも薄くするとよい。これに
より、パッシベーション層９を形成する酸化アルミニウムの負の固定電荷が、シリカ層２
０の正の固定電荷に比べ優勢になるので、パッシベーション層９のパッシベーション効果
を低下させにくい。この場合のシリカ層２０の膜厚は８～１９０ｎｍ程度でよい。
【００５７】
　また、例えば、図７（ｂ）に示すように、パッシベーション層９の主面と平行方向にお
いてシリカ層２０とポリシロキサン層２１とが交互に配置されていてもよい。シリカ層２
０はポリシロキサン層２１よりも薄い。このため、シリカ層２０とパッシベーション層９
を、第３電極８のアルミニウムが部分的にファイアースルーして第１半導体層２と接続さ
れやすい。これにより、パッシベーション層９と保護層１１を貫通する接続導体部１２の
個数を削減できたり、接続導体部１２の形成自体を省略できて、製造工程の工数削減を図
ることができる。
【００５８】
　図７（ｂ）に示す保護層１１は、例えば次の方法で形成可能である。パッシベーション
層９上の略全面に、シリカ層２０を成膜後、フォトリソグラフィー法などを用いてシリカ
層２０を部分的にエッチング除去する。その後、シリカ層２０を除去した部分に、ポリシ
ロキサンオリゴマーをスクリーン印刷法などで塗布して乾燥、硬化させるとよい。
【００５９】
　また、例えば、図７（ｃ）に示す保護層１１は、シリカ層２０上に、部分的に欠落した
ポリシロキサン層２１を設けたものである。これは、例えば次の方法で形成可能である。
パッシベーション層９の略全面にシリカ層２０を成膜形成する。その後、シリカ層２０上
に部分的に欠落したポリシロキサン層２１をスクリーン印刷で設ける。例えば、ポリシロ
キサンオリゴマーを所定のパターンにスクリーン印刷法などで塗布して乾燥、硬化させる
。この場合、第３電極８の形成時には、ポリシロキサン層２１が部分的に欠落した部分に
も第３電極８が形成される。そして、第３電極８の形成時には、シリカ層２０とパッシベ
ーション層９とを、第３電極８の成分であるアルミニウムがファイアースルーして、第３
電極８が第１半導体層２と部分的に接続される。これにより、パッシベーション層９と保
護層１１とを貫通する接続導体部１２の個数を削減できたり、孔部形成工程を省略できて
、製造工程の工数削減を図ることができる。
【００６０】
　また、例えば、保護層１１を覆う金属層をさらに備えており、保護層１１のシリカ層２
０は、この金属層に接するようにしてもよい。例えば、金属層は、アルミニウムを主成分
とする第３電極８であり、上述のように第３電極８は、保護層１１の略全面を覆うように
形成される。
【００６１】
　さらに、図８に示すように、保護層１１のシリカ層２０の一方の面は、第３電極８に接
しており、他方の面はポリシロキサン層２１に接していてもよい。これにより、シリカ層
２０と第３電極８の成分の一つであるガラスフリットとが焼成によって反応させることが
できる。そして、ポリシロキサン層２１に金属層が直に接している場合に比べ接着強度が
向上し、太陽電池素子１０の信頼性をより向上させることができる。
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【実施例】
【００６２】
　＜実施例の太陽電池素子の作製＞
　実施例の太陽電池素子１０を以下のようにして作製した。
【００６３】
　図５（ａ）に示すように、基板１としてボロンがドープされたｐ型の多結晶シリコン基
板を用意した。基板１は、鋳造法により作製された多結晶シリコンのインゴットをスライ
スして得た。基板１は、比抵抗値が約１Ω・ｃｍであり、厚みが約２００μｍ、一辺が約
１５６ｍｍの正方形状の平面形状のものを用意した。
【００６４】
　基板１を、図５（ｂ）に示すように、ＮａＯＨ水溶液を用いて表面から７～１２μｍ程
度の深さをエッチングした。その後、ＲＩＥによって第１面１ａ側に微細なテクスチャを
形成した。
【００６５】
　そして、オキシ塩化リンを拡散源とした気相熱拡散法によって、基板１の表面全面にｎ
型領域を形成した。このｎ型領域は、６０～１００Ω／□程度のシート抵抗になるように
形成した。その後、基板１の第２面１ｂおよび側面１ｃのみを、フッ酸硝酸混合溶液に浸
して、第２面１ｂおよび側面１ｃのｎ型領域を除去した。さらに、残留したＰＳＧをフッ
酸溶液で除去した。これにより、図５（ｃ）に示すように、基板１の第１面１ａ側にｎ型
の第２半導体層３を形成した。
【００６６】
　次に、基板１の全面に、ＡＬＤ法によって酸化アルミニウムから成るパッシベーション
層９を厚さ約１０～２０ｎｍに形成した。パッシベーション層９の形成は、ＡＬＤ装置の
チャンバー内において、基板１を立てた状態で保持して、減圧下で基板１の温度を約２０
０℃に維持して行った。ＡＬＤ法では、原料ガスとしてＴＭＡを用い、キャリアガスおよ
びパージガスとして、Ｎ２、ＨｅおよびＨ２を用いた。酸化性ガスとしてはオゾンを用い
た。
【００６７】
　パッシベーション層９は、ＡＬＤ装置を用いて、上述の工程Ａから工程Ｄまでのサイク
ルを複数回繰り返すことで成膜した。上記工程Ａから工程Ｄまでの１サイクルあたりの各
工程の所要時間は、工程Ａ：約４秒、工程Ｂ：約５秒、工程Ｃ：約１秒、工程Ｄ：約５秒
とした。そして、予め算出した成膜速度から成膜時間（サイクル数）を決定した。
【００６８】
　その後、第１面１ａおよび側面１ｃのみをフッ酸溶液に浸漬した。これにより、第１面
１ａおよび側面１ｃのパッシベーション層９を除去して、図５（ｄ）に示すように、第２
面１ｂにパッシベーション層９を形成した。
【００６９】
　次に、図５（ｅ）に示すように、基板１の第１面１ａ上に、ＰＥＣＶＤ法によって、屈
折率１．９～２．１、膜厚約７０～９０ｎｍの窒化シリコン膜からなる反射防止層５を形
成した。反射防止層５は、チャンバー内を５００℃程度として、シランとアンモニアとの
混合ガスを窒素で希釈したガスを、グロー放電分解によってプラズマ化させて窒化シリコ
ンを堆積させて形成した。
【００７０】
　その後、図５（ｆ）に示すように、パッシベーション層９上に保護層１１を形成した。
実施例の保護層１１は、次のようにして形成した。まず、ＲｎＳｉＸ（４－ｎ）（Ｒはメ
チル基、Ｘはメトキシ基、ｎは０～３のいずれかの整数）の構造を持つ珪素化合物材料を
準備した。次に、この珪素化合物材料を加水分解の後、縮重合させることによって、分子
量３０００～５０００程度のポリシロキサンオリゴマーを生成した。
【００７１】
　このポリシロキサンオリゴマー溶液を、ロールコーターを用いることによって、パッシ
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ベーション層９上の略全面に塗布した。その後、塗布した基板１を温度２５０℃程度、時
間１０分程度で乾燥させた。これらによって、アルキル基を有するポリシロキサン層を含
む保護層１１が形成できた。この保護層１１の膜厚は３～５μｍ程度であった。
【００７２】
　次に図６（ｇ）に示すように、接続導体部１２を形成した。接続導体部１２は、Ｎｄ：
ＹＡＧレーザーの第２高調波のレーザー装置を用いたレーザービーム照射で形成した。こ
の接続導体部１２は、平面視して直径約９０～１１０μｍ程度の円状に設けられ、１ｃｍ
２当たり３００個程度、均一に分布するように形成した。
【００７３】
　次に図６（ｈ）に示すように、基板１の第１面１ａ上に第１ペースト１７の塗布を、ス
クリーン印刷法を用いて行った。第１ペースト１７は、銀を主成分とするものを用いた。
この導電性ペースト中に、銀の金属粉末（粒径０．１～５μｍ程度が混在したもの）は、
導電性ペースト総質量の８７質量％程度含有させる。また、有機ビヒクルは、バインダー
としてエチルセルロースを用い、有機溶媒としてジエチレングリコールモノブチルエーテ
ルを用いた。有機ビヒクルは、導電性ペースト総質量の１０質量％程度含有させた。また
、ガラスフリットは、ガラス材料としてＳｉＯ２－Ｂｉ２Ｏ３－ＰｂＯ系の鉛系ガラスを
用いて、導電性ペースト総質量の３質量％程度含有させた。この第１ペースト１７の塗布
後、約９０℃の温度で３０分程度加熱し、塗布したペーストの乾燥を行った。第１ペース
ト１７の塗布により形成された第１電極６の、焼成後の厚みは、１２～１５μｍ程度であ
った。
【００７４】
　次に、第２面１０ｂ上に第２ペースト１８の塗布を、スクリーン印刷法を用いて行った
。第２ペースト１８の成分は、第１ペースト１７と同様のものを用いた。第２ペースト１
８の塗布後、約９０℃の温度で３０分程度加熱し、塗布したペーストの乾燥を行った。第
２ペースト１８の塗布により形成された第２電極７の、焼成後の厚みは、１２～１５μｍ
程度であった。
【００７５】
　次に、図６（ｉ）のように、第２面１０ｂ上に第３ペースト１９の塗布を、スクリーン
印刷法を用いて行った。第３ペースト１９は、主成分としてアルミニウムを含むものを用
いた。この場合、導電性ペースト中にアルミニウム粉末（粒径０．３～８μｍ程度が混在
したもの）を導電性ペースト総質量の７０質量％程度含有させた。また、有機ビヒクルは
、バインダーとしてエチルセルロースを用い、有機溶媒としてジエチレングリコールモノ
ブチルエーテルを用いた。有機ビヒクルは、導電性ペースト総質量の２７質量％程度含有
させた。また、ガラスフリットは、ガラス材料としてＳｉＯ２－Ｂｉ２Ｏ３－ＰｂＯ系の
鉛系ガラスを用いて、導電性ペースト総質量の３質量％程度含有させた。この第１ペース
ト１７の塗布後、約９０℃の温度で３０分程度加熱し、塗布したペーストの乾燥を行った
。第３ペースト１９の塗布により形成された第３電極８の、焼成後の厚みは、１７～２３
μｍ程度であった。
【００７６】
　その後、第１ペースト１７、第２ペースト１８および第３ペースト１９が塗布された基
板１を、焼成炉内にて最高温度が約８５０℃、最高温度で十秒間程度維持して焼成を行っ
た。このようにして、実施例の太陽電池素子１０を３０枚用意した。
【００７７】
　＜比較例の太陽電池素子の作製＞
　比較例の太陽電池素子の作製は、図５（ａ）に示す工程から図５（ｅ）に示す工程まで
は、上述の実施例の太陽電池素子と同様の工程で行った。
【００７８】
　その後、図５（ｆ）に示すように、パッシベーション層９上に保護層１１を形成した。
比較例の保護層１１では、アルキル基を有さないポリシロキサン層を含んでいるものを作
製するために、次のようにした。
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【００７９】
　まず、ＳｉＸ４（Ｘはメトキシ基）の構造を持つ珪素化合物材料を準備した。次に、こ
の珪素化合物材料を加水分解の後、縮重合させた。これにより、分子量が３０００～５０
００程度のポリシロキサンオリゴマーを生成した。
【００８０】
　このポリシロキサンオリゴマー溶液をロールコーターを用いることによって、パッシベ
ーション層９上の略全面に塗布した。その後、塗布された基板１を温度２５０℃程度に加
熱して、１０分間程度乾燥させた。これらによって、アルキル基を有さないポリシロキサ
ン層を含む保護層１１が形成できた。この保護層１１の膜厚は３～５μｍ程度であった。
【００８１】
　その後、図６（ｇ）に示す工程から、図６（ｉ）に示す工程まで、上述の実施例の太陽
電池素子と同様の工程で行った。このようにして、比較例の太陽電池素子１０を３０枚用
意した。
【００８２】
　＜保護層の分析＞
　完成した実施例および比較例の太陽電池素子１０から分析用試料を作製した。分析用試
料は、各太陽電池素子の第２面１０ｂ側の中央部近傍の第３電極８を１ｃｍ２程度、研磨
によって除去して、保護層１１を露出させて得た。
【００８３】
　この分析用試料の保護層１１を露出させた領域について、ＦＴ－ＩＲによって分析した
。その結果、実施例の太陽電池素子では、シリコンとメチル基の結合（Ｓｉ―ＣＨ３）を
示すピークが確認された。また、実施例の保護層１１では、アルキル基（本実施例の場合
はメチル基）を有するポリシロキサン層を含んでいることが確認された。一方、比較例の
太陽電池素子では、アルキル基のピークが確認されなかった。
【００８４】
　また、実施例および比較例の保護膜１１は、いずれもメトキシ基の存在を示すピークが
観られなかった。珪素化合物材料に含まれていたメトキシ基は、ポリシロキサンオリゴマ
ーの生成時の加水分解反応、縮重合反応、さらにはポリシロキサンオリゴマー溶液をパッ
シベーション層９上に塗布した後の乾燥、電極焼成時の熱処理等によって、分解または脱
離により無くなったものと考えられる。
【００８５】
　＜信頼性試験＞
　実施例および比較例の太陽電池素子の各々２５枚について信頼性試験を行った。まず、
ＪＩＳ Ｃ ８９１３に準拠して、ＡＭ１．５および１００ｍＷ／ｃｍ２の光照射のソーラ
ーシミュレーターにて、各太陽電池素子の電圧―電流曲線を測定した。この曲線から初期
の曲線因子（ＦＦ）の平均値を求めた。
【００８６】
　その後、実施例および比較例の太陽電池素子の各々を、温度９５℃、湿度９５％の恒温
恒湿試験機に投入した。恒温恒湿試験機に投入直後から２００時間経過後、５００時間経
過後、８００時間経過後、１０００時間経過後のそれぞれにおいて、上記と同様の出力測
定を行い、各時間経過毎にＦＦの維持率の平均値を算出した。ＦＦの維持率は、初期のＦ
Ｆ値を１００％とした場合の、各時間経過後の維持率を表したものである。
【００８７】
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【表１】

【００８８】
　これらの結果から、特に、実施例の太陽電池素子は、比較例の太陽電池素子に比べてＦ
Ｆの維持率が高いことを確認した。これにより、ポリシロキサン層がアルキル基を含有す
ることによる、太陽電池素子１０の信頼性向上の効果が確認された。
【符号の説明】
【００８９】
１　　：シリコン基板
　１ａ：第１面
　１ｂ：第２面
　１ｃ：側面
２　　：第１半導体層（ｐ型半導体領域）
３　　：第２半導体層（ｎ型半導体領域）
４　　：ＢＳＦ層
５　　：反射防止層
６　　：第１電極
　６ａ：第１出力取出電極
　６ｂ：第１集電電極
７　　：第２電極
８　　：第３電極
９　　：パッシベーション層
１０　：太陽電池素子
　１０ａ：第１面
　１０ｂ：第２面
　１０ｃ：側面
１１　：保護層
１２　：接続導体部
２０　：シリカ層
２１　：ポリシロキサン層
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